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東日本大震災後の我が国のエネルギー事情



 我が国はエネルギー源のほとんどを海外からの輸入に依存。

 オイルショック等を踏まえ、省エネ対策強化や再エネ・原子力発電の拡大により化石燃料依存
度の低減に努めてきたが、震災以降、原子力発電の順次停止により原子力の比率が低下し、
原子力代替のための火力発電の増加等により天然ガス、石油の比率が増加。

2我が国の一次エネルギー供給の推移



 震災以降、原子力比率が低下。代替としての火力発電増加によりＬＮＧ、石油の比率が増加。
 ２０１４年度末の電源構成は、ＬＮＧ火力４６．１％、石炭３１．０％、石油等火力１０．６％、
水力９．０％、新エネ等３．２％、原子力０％

3我が国の電源構成の推移



 我が国の一次エネルギー自給率は、震災前（２０１０年：１９．９％）に比べて大幅に低下し、２０１３年時点で

６．２％。これは、ＯＥＣＤ３４か国中、２番目に低い水準。
 なお、原子力については、IEAによる国際的な統計上、国産として位置づけている。

エネルギー安全保障：主要国の一次エネルギー自給率の推移



電気料金の上昇と産業への影響

 震災発生以降、原子力発電所の低下に伴う火力発電の焚き増しや再エネ賦課金等により、家庭向けの

電気料金は約２０％、産業向けの電気料金は約３０％上昇。

中小・零細企業の中には、電気料金の上昇を転嫁できず、経営が非常に厳しいという声も高まっている。

他方、２０１４年後半以降の大幅な原油価格の下落等により、２０１５年度は１年前の２０１４年度と比較し

て、家庭向け電気料金の平均単価は約５％、産業向け電気料金の平均単価は約６％低下。



○ 2013年度の総排出量は14億800万トン（CO2換算）で、1990年度比10.8％増、2005年度比0.8%
増、前年度比1.2%増となっている。

○ このうち、二酸化炭素（CO2）排出量は13億1,100万トンで、全体の93.1％を占める。

我が国の温室効果ガス排出量の推移



長期エネルギー需給見通し

（エネルギーミックス）



見通し策定の基本方針

 エネルギー政策の基本的視点である、安全性、安定供給、経済効率性、及び環境適合

に関する政策目標を同時達成する中で、

 徹底した省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電の効率化などを進め

つつ、原発依存度を可能な限り低減させる 等、エネルギー基本計画における政策の基

本的な方向性に基づく施策を講じた場合の見通しを示す。

電力コスト

自給率 震災前（約２０％）を更に上回る概ね２５％程度

現状よりも引き下げる
（2013年度 9.7兆円⇒ 2030年度 9.5兆円）

＜３Ｅ＋Ｓに関する政策目標＞

温室効果
ガス排出量

欧米に遜色ない温室効果ガス削減目標

安
全
性
が
大
前
提

安
全
性
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 省エネルギー対策を徹底して進めた後のエネルギー需要の見通しは、最終エネルギー消費
３．３億ｋｌ程度（対策前比▲１３％）。

 これらの対策の積み上げにより、石油危機後並みの大幅なエネルギー効率改善を実現。

エネルギー消費効率の改善（省エネ）
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自給エネルギーの確保、低炭素社会の実現等の観点から、再生可能エネルギーの導入拡大は重要な課題。

他方、欧米主要国に比べ、我が国の発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合は12.8％（水力を除くと
4.4％）に留まる現状。

2030年のエネルギーミックスで示された再生可能エネルギーの導入水準（22～24％）を達成するには、
電源の特性や導入実態を踏まえ、国民負担を低減しつつ、更なる導入拡大をしていくための取組が必要。

再生可能エネルギーに関するエネルギーミックスの実現





②国内在庫日数
（洋上在庫を含まず（２０１２年度平均在庫日数
等）計算。※電力調査統計等より作成）

エネルギー安定供給における原子力の特徴

ウラン 約２．７年程度

ＬＮＧ 約１４日

石油 約１７０日

石炭 約３０日

 原子力発電は、石油、天然ガス、石炭に比べ、同じ発電量を得るために必要となる燃料が少なく、
また、燃料交換後１年程度は発電を継続できるなど備蓄効果が高い。
※ IEAは原子力を一次エネルギー自給率に含めている。

①原子力発電所１基分（１００万kw）が１年間で発電する
電力量を他の発電方式で代替した場合に必要な燃料

濃縮ウラン

天然ガス

石油

石炭

10トントラック2.1台
濃縮ウラン燃料21トン

LNG専用船4.75隻
（20万トンLNG船）
95万トン

大型タンカー7.75隻
（20万トン石油タン
カー）
155万トン

大型石炭運船11.75

隻
（20万トン船）
235万トン
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１．省エネによる電力需要の抑制

2030年の電力需要を対策前比１７％削減。
（発電電力量で2,130億kWh程度の削減に相当）

２．再エネ拡大による原子力の代替

自然条件によらず安定的な運用が可能な地熱・水力・バ
イオマスを拡大。
（＋382～531億kWh程度） ※風力の平滑化効果を含む

３．火力の高効率化による原子力の低減

石炭火力の発電効率が、全体として6.7%向上。
（＋169億kWh程度）

2,868億kWh（２７％） ※震災前１０年間の平均的な電源構成

⇒2030年に2,317～2,168億kWh程度
（２２～２０％）

 原発依存度は、徹底した省エネ、再エネの最大限の導入、火力の効率化等を進めつつ、可能な限り
低減させることとしている。

原発依存度低減の考え方
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エネルギー需要・一次エネルギー供給

２０３０年度
（省エネ対策後）

２０１３年度
（実績）

エネルギー需要

最終ｴﾈﾙｷﾞｰ消費

熱
ガソリン
都市ガス
等７５％

電力
２５％

３６１百万ｋｌ

徹底した省エネ
5,030万kl程度

（対策前比▲13%程度）

電力
２８％
程度

熱
ガソリン

都市ガス
等７２％
程度

経済成長
１．７％／年

３２６百万ｋｌ程度

一次エネルギー供給

２０３０年度

石炭２５％程度

天然ガス１８％程度

石油３０％程度

再エネ１３～１４％
程度

原子力１１～１０％
程度

４８９百万ｋｌ程度

ＬＰＧ ３％程度

自給率
２４．３％
程度
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10,650億kWh程度
省エネ＋再エネ

で約４割

電力需要・電源構成

徹底した省エネ
1,961億kWh程度
（対策前比▲17%）

電力
９８０８
億kWh
程度

電力需要 電源構成

（総発電電力量）

12,780億kWh程度

（総発電電力量）

２０３０年度 ２０３０年度２０１３年度
（実績）

経済成長
１．７％／年

電力
９６６６
億kWh

石油２％程度

石炭２２％程度

ＬＮＧ２２％程度

原子力１８～１７％
程度

再エネ１９～２０％
程度

省エネ１７％程度

再エネ２２～２４％
程度

原子力２２～２０％
程度

ＬＮＧ２７％程度

石炭２６％程度

石油３％程度

（送配電ロス等）

水力８．８
～９．２％程度

太陽光７．０％程度

風力１．７％程度

ﾊﾞｲｵﾏｽ
３．７～４．６％程度

地熱１．０
～１．１％程度

ベースロード比率
：５６％程度
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経済効率性：電力コスト

○再エネの拡大、原発の再稼働、火力の高効率化等に伴い、2030年度の燃料費は5.3兆円まで減少。
○他方、再エネの拡大に伴いFIT買取費用が3.7～4.0兆円、系統安定化費用が0.1兆円増加。
○これにより、電力コストは、現状（2013年度 9.7兆円）に比べ2～5%程度低減される。

実際の電気料金の総原価には減価償却費（資本費）や人件費、事業報酬等も含まれているが、電源構成（発電電
力量の構成）から一義的に決まらないため、将来まで一定水準であると仮定して比較する。

２０１３年度 ２０３０年度

電力コストを現状
よりも引き下げる

燃料費
〈火力・原子力〉

ＦＩＴ
買取費用

〈再エネ〉

系統安定化費用

９．２
兆円

０．５
兆円

５．３
兆円

３．７
～
４．０
兆円

９．７兆円

０．１兆円

原発再稼働による
燃料費削減

再エネ導入による
燃料費削減

火力の高効率・構成変化
による燃料費削減

再エネ導入によるＦＩ
Ｔ年間買取費用の
増加

16

▲2～5%



2013年比 1990年比 2005年比

日本 ▲26.0%
（2030年）

▲18.0%
（2030年）

▲25.4%
（2030年）

米国 ▲18～21%
（2025年）

▲14～16％
（2025年）

▲26～28％
（2025年）

EU ▲24%
（2030年）

▲40％
（2030年）

▲35％
（2030年）

◆ 米国は2005年比の数字を、ＥＵは1990年比の数字を削減目標として提出

環境適合：温室効果ガス排出量削減への貢献

 エネルギー起源ＣＯ２排出量は、２０３０年に、２０１３年の温室効果ガス総排出量比で、 ▲２１．９％。

 パリ協定における我が国の温室効果ガス削減に向けた約束草案は、上記に、メタン等のその他温室効
果ガス、吸収源対策を加え、２０３０年に２０１３年比▲２６．０％（２００５年比▲２５．４％）の水準。

【主要国の約束草案】
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・COP21における新たな国際枠組みに関する合意の状況を踏まえ、今春目途に地球温暖化
対策計画を策定する。計画は、地球温暖化対策推進法に基づき、地球温暖化対策推進本
部（本部長：内閣総理大臣、副本部長：内閣官房長官、経済産業大臣、環境大臣）
が計画案を策定し閣議決定。

・地球温暖化対策計画への反映も念頭に、抜本的な排出削減が見込める革新的技術を特
定した「エネルギー・環境イノベーション戦略」、エネルギーミックスの実現に向けた「エネルギー
革新戦略」をとりまとめ。

ＣＯＰ２１後の国内温暖化対策について

１．約束草案実現に向けた計画策定

■計画で定める主な内容（温対法８条）
・計画期間
・基本的方向性
・温室効果ガスの排出抑制・吸収量の目標
・目標達成のための対策・施策
・特に排出量の多い事業者に期待される事項
等

２．革新的技術戦略の策定

地球温暖化対策計画
（中環審・産構審合同会議）

ｴﾈﾙｷﾞｰ環境ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ戦略
（総合科学技術・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ会議）

■戦略で定める主な内容
・有望分野・技術の特定
・実現目標・成果目標の設定
・各技術の研究開発の進め方（官民連携、
国際共同研究開発等）
・研究開発を集中的に実施するための枠組
等

◎５月１３日（閣議決定） ◎４月１９日（決定）

エネルギー革新戦略
（総合資源ｴﾈﾙｷﾞｰ調査会）

３．ｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽ実現に向けた戦略策定

■戦略で定める主な内容
・徹底した省エネの実現のための方策
・再生可能エネルギーの最大限導入
・石炭火力の高効率化
等

◎4月18日（決定）
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水素社会の実現に向けて
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